
四日市市資源集団回収助成金交付規則 

（目的） 

第１条 この規則は、市民等（市内在住の者に限る。）が自主的に実施する再生資源

の集団回収を通じて地域社会づくりに資する活動にかかる経費の一部を助成するこ

とについて、必要な事項を定め、もってごみの減量及び資源の有効利用の促進を図

るとともに地域社会づくりに資することを目的とする。 

（助成対象者） 

第２条 助成の対象となる者は、自治会その他の公共的団体又はそれらの団体が主な

構成員となっている連合体で、次条の規定による登録を受けたもの（以下「登録団

体」という。）とする。 

（団体の登録） 

第３条 自治会その他の公共的団体又はそれらの団体が主な構成員となっている連合

体が登録を受けようとするときは、あらかじめ四日市市資源集団回収団体登録申請

書（第１号様式。以下「登録申請書」という。）に、四日市市資源集団回収事業計

画書（第２号様式）を添付して、市長に提出しなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、政治、宗教又は営利を目的とする団体は、登録団体に

なることができない。 

３ 市長は、第１項の規定により登録申請書が提出されたときは、速やかにその内容

を審査し、登録すべきものと認めたときは、四日市市資源集団回収登録団体認定通

知書（第３号様式）により申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、登録団体を認定する場合において必要があると認めるときは、条件を付

することができる。 

５ 登録団体は、登録の内容を変更し、又は登録を廃止するときは、速やかに四日市

市資源集団回収団体登録変更・廃止届出書（第４号様式）により市長に届け出なけ

ればならない。 

６  登録団体は、年度ごとに事業計画を策定し、四日市市資源集団回収事業計画書

（第２号様式）を市長に提出し、承認を得なければならない。  

（助成対象品目） 

第４条 助成の対象とする品目は、家庭から排出される新聞、ダンボール、雑誌、チ

ラシ等の再生資源となる古紙類及び布類とする。 

（助成金の額） 

第５条 登録団体に交付する助成金の額は、集団回収した再生資源の重量１キログラ



ムにつき５円とする。ただし、その重量に１キログラム未満の端数が生じたときは、

その端数を切り捨てるものとする。 

 （実績報告等） 

第６条 登録団体は、助成金の交付を受けようとするときは、集団回収実施日から起

算して６０日以内又は当該年度末のいずれか早い日までに、四日市市資源集団回収

実績報告書・助成金交付申請書兼請求書（第５号様式。以下「実績報告書・交付申

請書兼請求書」という。）に再生事業者が発行する四日市市資源集団回収引取明細

書（第６号様式）を添付して、市長に申請しなければならない。  

（助成金の交付） 

第７条 市長は、前条の規定により実績報告書・交付申請書兼請求書が提出されたと

きは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において助成金の額

を決定し、登録団体に交付するものとする。 

（登録の抹消） 

第８条 市長は、登録団体から登録廃止の届出があったとき又は登録団体が次の各号

のいずれかに該当すると認めるときは、登録を抹消することができる。 

 (1) 第２条に該当しなくなったとき。 

 (2) この規則に違反し、又は虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受

けようとし、若しくは受けたことが明らかになったとき。 

 (3) 第３条第４項の規定により付した条件又は市長の指示に違反したとき。 

 (4) 登録の日又は最後に集団回収を実施した日のいずれか遅い日の翌日から起算し

て３年間、集団回収を実施しないとき。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、登録団体として不適当と認められる事実があった

とき。 

（助成金の返還） 

第９条 市長は、第７条の規定により助成金の交付を受けた登録団体が次の各号のい

ずれかに該当すると認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができ

る。 

 (1) この規則に違反し、又は虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受

けたとき。 

 (2) 第３条第４項の規定により付した条件又は市長の指示に違反したとき。 

 (3) 前各号に掲げるもののほか、登録団体として不適当と認められる事実があった

とき。 



（調査） 

第１０条 市長は、助成金に係る予算執行の適正を期するため必要があると認めると

きは、登録団体に対する報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。  

（関係書類の整備等） 

第１１条 登録団体は、当該助成事業に係る関係書類を整備し、当該助成事業完了日

の属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年間保管しなければならない。 

２ 登録団体は、前条に規定する調査に協力しなければならない。 

 （助成金の評価） 

第１２条 市長は、当該助成金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果につい

て十分に検証するものとする。 

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、規則の改正又は廃止その

他の適切な措置を講じるものとする。 

（補則） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に四日市市資源集団回収助成金交付要綱（平成６年四日市

市告示第７８号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相

当規定によりなされたものとみなす。 


